
規 則

�愛媛県規則第４９号
愛媛県行政組織規則及び知事等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則及び知事等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県行政組織規則及び知事等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則………………………（情報政策課）…１１９７

○ 愛媛県身体障害者福祉法施行細則等の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………（保健福祉課）…１１９８

告 示

○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧…………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…１２０７

○ 農用地利用配分計画の認可申請…………………………………………………………………………………………（農産園芸課担い手・農地保全対策室）…１２０７

○ 愛媛県民有林林道事業補助金交付規程の一部改正…………………………………………………………………………………………………（林業政策課）…１２０８

○ 保安林予定森林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…１２１６

○ 保安林の指定の解除（２件）…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２１６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（東予地方局環境保全課）…１２１６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要…………………………………………（ 〃 ）…１２１７

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…１２１８

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧（２件）………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２１８

○ 道路の供用開始（県道西条久万線）…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…１２１９

○ 兼用工作物の管理の方法について…………………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…１２１９

○ 道路の区域変更（県道西谷吉田線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１２１９

○ 道路の区域変更（県道宇和島下波津島線）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２２０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２２０

訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令………………………………………………………………………………………………………（情報政策課）…１２２０

公 告

○ 愛媛県原子力防災ネットワーク（緊急時連絡網）の借入れ及び保守点検業務…………………………………………………………（原子力安全対策課）…１２２１

○ 愛媛県ドクターヘリ運航業務の委託…………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）…１２２２

○ 海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画………………………………………………………………………………………………………（水産課）…１２２３

○ 水産試験船「よしゅう」定期検査に係る修繕業務の委託………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１２２５

人事委員会規則

○ 地域手当に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…１２２６

雑 報

○ 愛媛海区漁業調整委員会指示………………………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…１２２６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２７３６号 平成２７年１２月２５日

平成２７年１２月２５日金曜日 第２７３６号

愛 媛 県 報

１１９７



��������������

（知事等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正）

第２条 知事等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１７年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

�愛媛県規則第５０号
愛媛県身体障害者福祉法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県身体障害者福祉法施行細則等の一部を改正する規則

（愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～４ 省略

５ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

６～８ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～４ 省略

５ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 電子署名に係る認証業務に関すること。

� 省略

６～８ 省略

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

�・� 省略

� 電子証明書 次に掲げるものをいう。

ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第３条第１項に規

定する署名用電子証明書

イ・ウ 省略

（定義）

第２条 省略

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

�・� 省略

� 電子証明書 次に掲げるものをいう。

ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号）第３条第１項に規

定する電子証明書

イ・ウ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第４（第７条関係） 様式第４（第７条関係）

省略

氏 名

個人番号

省略

省略

氏名

省略

備考� 児童の場合は、２の欄（ ）内に児童の氏名及び個人

番号を記入することとし、保護者の個人番号は記入する

必要がないこと。

� 省略

様式第６（第８条関係）

備考� 児童の場合は、２の欄（ ）内に児童の氏名

を記入すること

。

� 省略

様式第６（第８条関係）

省略
ふり がな

氏 名 � 男女

省略
ふり がな

氏 名 � 男女
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（児童福祉法施行細則の一部改正）

第２条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

個人番号 年 月 日生 年 月 日生

省略

年 月 日生

個人番号

省略

年 月 日生

省略 省略

備考� 省略

� 身体障害のある１５才未満の児童については、保護者が

代わつて申請することになつている。この場合には、児

童の氏名、生年月日及び個人番号を 欄に記入す

ることとし、保護者の個人番号は記入する必要がないこ

と。

� 省略

様式第７（第８条関係）

備考� 省略

� 身体障害のある１５才未満の児童については、保護者が

代わつて申請することになつている。この場合には、児

童の氏名及び生年月日 を 欄に記入す

ること

。

� 省略

様式第７（第８条関係）

省略

住 所

返 還 者 氏 名

個人番号

省略

省略

住 所

返 還 者

氏 名

省略

改 正 後 改 正 前

（養育里親名簿等）

第２３条の３ 法第３４条の１９に規定する養育里親名簿は、養育里親名

簿（様式第２２号の４）（養子縁組希望里親希望者にあつては、養

子縁組希望里親名簿（様式第２２号の５））によるものとする。

様式第１２号（第８条関係） 障害児入所給付費（特定入所障害児食

費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書

（養育里親名簿等）

第２３条の３ 法第３４条の１８に規定する養育里親名簿は、養育里親名

簿（様式第２２号の４）（養子縁組希望里親希望者にあつては、養

子縁組希望里親名簿（様式第２２号の５））によるものとする。

様式第１２号（第８条関係） 障害児入所給付費（特定入所障害児食

費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号

省略 省略

省略 省略

省略 省略

障

害

児

氏 名 省略
障

害

児

氏 名 省略

個人番号

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１２号の２（第８条の２関係） 障害児入所給付費（特定入所

障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書

注 省略

様式第１２号の２（第８条の２関係） 障害児入所給付費（特定入所

障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略
保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号
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省略 省略

省略 省略

省略 省略

障

害

児

氏 名 省略
障

害

児

氏 名 省略

個人番号

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１２号の３（第８条の３関係） 入所給付決定変更届出書

注 省略

様式第１２号の３（第８条の３関係） 入所給付決定変更届出書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号

省略 省略

省略 省略

障

害

児

省略 障

害

児

省略

氏 名 省略 氏 名 省略

個人番号

省略 省略

注 省略

様式第１２号の６（第８条の６関係） 障害児入所受給者証再交付申

請書

注 省略

様式第１２号の６（第８条の６関係） 障害児入所受給者証再交付申

請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号

省略 省略

省略 省略

省略 省略

障

害

児

氏 名 省略
障

害

児

氏 名 省略

個人番号

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１３号（第８条の７関係） 障害児入所医療受給者証再交付申

請書

注 省略

様式第１３号（第８条の７関係） 障害児入所医療受給者証再交付申

請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号

省略 省略

省略 省略

省略 省略

障
氏 名 省略

障
氏 名 省略
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害

児

個人番号 害

児
省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書

注 省略

様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

保

護

者

氏 名
保

護

者

氏 名

個人番号

省略 省略

省略 省略

保

護

者

以

外

の

支

給

決

定

障

害

者

同

一

世

帯

に

属

す

る

入

所

給

付

決

定

氏 名 省略 保

護

者

以

外

の

支

給

決

定

障

害

者

同

一

世

帯

に

属

す

る

入

所

給

付

決

定

氏 名 省略

個人番号：

個人番号：

個人番号：

省略 省略

注 省略

様式第１８号（第１７条関係） 助産施設、母子生活支援施設入所申込

書

注 省略

様式第１８号（第１７条関係） 助産施設、母子生活支援施設入所申込

書

省略 省略

入所しよう

とする者の

氏名（母子

生活支援施

設にあつて

は被扶養者

の氏名を併

記）

個

人

番

号

生

年

月

日

職

業

又

は

就

学

の

状

況

入所しよう

とする者の

氏名（母子

生活支援施

設にあつて

は被扶養者

の氏名を併

記）

生

年

月

日

職

業

又

は

就

学

の

状

況

省略 省略

注 省略

様式第２２号の４（第２３条の３関係） 養育里親名簿

注 省略

様式第２２号の４（第２３条の３関係） 養育里親名簿

省略 省略

養

育

里

親

省略 養

育

里

親

省略

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

個人番号 個人番号

省略 省略

養 氏 名 個人番号 省略 養 氏 名 省略
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育

里

親

の

同

居

人

育

里

親

の

同

居

人

省略 省略

様式第２２号の５（第２３条の３関係） 養子縁組希望里親名簿 様式第２２号の５（第２３条の３関係） 養子縁組希望里親名簿

省略 省略

養子

縁組

希望

里親

省略 養子

縁組

希望

里親

省略

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

個人番号 個人番号

省略 省略

養子

縁組

希望

里親

の同

居人

氏 名 個人番号 省略 養子

縁組

希望

里親

の同

居人

氏 名 省略

省略 省略

様式第２３号（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）認定登録申

請書

様式第２３号（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）認定登録申

請書

省略 省略

申

請

者

氏 名 氏 名 申

請

者

氏 名 氏 名

個人番号 個人番号

省略 省略

省略 省略

申

請

者

の

同

居

人

氏 名 個人番号 省略 申

請

者

の

同

居

人

氏 名 省略

省略 省略

注 省略

様式第２３号の２（第２３条の４関係） 養子縁組希望里親認定登録申

請書

注 省略

様式第２３号の２（第２３条の４関係） 養子縁組希望里親認定登録申

請書

省略 省略

申

請

者

氏 名 氏 名 申

請

者

氏 名 氏 名

個人番号 個人番号

省略 省略

申

請

者

の

同

居

人

氏 名 個人番号 省略 申

請

者

の

同

居

人

氏 名 省略

愛 媛 県 報平成２７年１２月２５日 第２７３６号
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（児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部改正）

第３条 児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

注 省略

様式第２３号の３（第２３条の４関係） 親族里親認定申請書

注 省略

様式第２３号の３（第２３条の４関係） 親族里親認定申請書

省略 省略

申

請

者

氏 名 氏 名 申

請

者

氏 名 氏 名

個人番号 個人番号

省略 省略

申

請

者

の

同

居

人

氏 名 個人番号 省略 申

請

者

の

同

居

人

氏 名 省略

省略 省略

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

注 省略

様式第３０号の８（第３５条の３関係） 児童自立生活援助実施申込書

省略 省略

氏 名 氏 名

個 人 番 号

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 費用徴収額調査表 様式第１号（第３条関係） 費用徴収額調査表

省略 省略

氏 名 省略 氏 名 省略

個人番号：

個人番号：

個人番号：

個人番号：

省略 省略

氏 名 省略 氏 名 省略

個人番号：

個人番号：

計 計

省略 省略

（注） 省略 （注） 省略

愛 媛 県 報平成２７年１２月２５日 第２７３６号
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（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正）

第４条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和４１年愛媛県規則第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（生活保護法施行細則の一部改正）

第５条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２１号の２（第２７条関係） 障害者手帳交付申請書 様式第２１号の２（第２７条関係） 障害者手帳交付申請書

省略 省略

精神

障害

者

フリガナ

氏 名

省略 精神

障害

者

フリガナ

氏 名

省略

個人番号

省略 省略

様式第２３号（第２９条関係） 障害者手帳氏名・居住地変更届 様式第２３号（第２９条関係） 障害者手帳氏名・居住地変更届

省略

氏名 �

届出者 住所

個人番号

省略

氏名

届出者

住所 �

省略 省略

様式第２４号（第３０条関係） 障害者手帳再交付申請書 様式第２４号（第３０条関係） 障害者手帳再交付申請書

省略

氏名 �

申請者 住所

個人番号

省略

氏名

申請者

住所 �

省略 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第３条関係） 保護台帳 様式第２号（第３条関係） 保護台帳

省略 省略 省略 省略

省略 省略

氏 名 個人番号 省略 氏 名 省略

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

１０ １０

省略 省略

様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書 様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書

省略 省略

省略 省略

愛 媛 県 報平成２７年１２月２５日 第２７３６号
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（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正）

第６条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

人

員
氏 名 個人番号

省略 人

員
氏 名

省略

家

族

の

状

況

１ 家

族

の

状

況

１

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

６ ６

７ ７

８ ８

９ ９

省略 省略

記入上の注意 省略

別紙１～３ 省略

記入上の注意 省略

別紙１～３ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第６号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

様式第６号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

省略 省略

障

害

者

・

児

省略 障

害

者

・

児

省略

フ リ ガ ナ

受診者居住地

連 絡 先

（電話番号）

フ リ ガ ナ

受診者居住地

連 絡 先

（電話番号）

個 人 番 号

省略 省略

保

護

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

連 絡 先

（電話番号）

保

護

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

連 絡 先

（電話番号）

個 人 番 号

負

担

額

に

関

す

る

事

項

省略 負

担

額

に

関

す

る

事

項

省略

受診者と同一

保険の加入者

受診者と同一

保険の加入者

個 人 番 号

省略 省略

省略 省略

注 省略

〔自治体記入欄〕

注 省略

〔自治体記入欄〕

省略 省略

所得確認書類 個人番号 市町村民税課税証明書 市町村民

税非課税証明書 標準負担額減額認定証 生

所得確認書類 市町村民税課税証明書 市町村民

税非課税証明書 標準負担額減額認定証 生

愛 媛 県 報平成２７年１２月２５日 第２７３６号
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（中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則の一部改正）

第７条 中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

活保護受給世帯の証明書 その他収入等を証

明する書類（ ）

活保護受給世帯の証明書 その他収入等を証

明する書類（ ）

省略 省略

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（精神通院医療）

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（精神通院医療）

省略 省略

省略 省略
受

診

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

連絡先

（電話番号）

受

診

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

連絡先

（電話番号）

個 人 番 号

保 護 者

（ 受 診 者 が１８歳

未 満 の 場 合 に 記

入すること。）

省略
保 護 者

（ 受 診 者 が１８歳

未 満 の 場 合 に 記

入すること。）

省略

フリガナ

居 住 地

連絡先

（電話番

号）

フリガナ

居 住 地

連絡先

（電話番

号）

個人番号

省略 省略

注 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（精神通院医

療）再交付申請書

注 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（精神通院医

療）再交付申請書

省略 省略

省略 省略
受

診

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

（郵便番号

― ）

連 絡 先

（電話番号）

受

診

者

フ リ ガ ナ

居 住 地

（郵便番号

― ）

連 絡 先

（電話番号）

個 人 番 号

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書 様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

省略 省略

要

支

援

家

族

人

員
氏 名

個人

番号

省略

要

支

援

家

族

人

員
氏 名

省略

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

同

居

家

族

の

状

況

１ 同

居

家

族

の

状

況

１

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５
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告 示

�愛媛県告示第１４８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市明浜町田之浜、俵津、宇和町信里、伊延及び平野地域

に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において

準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業

変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・東宇和西部地

区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２７年１２月２８日から平成２８年１月２９日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び明浜支所

�������
�愛媛県告示第１４８９号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の

様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができ

る。

省略 省略

注 省略

別紙１～３ 省略

注 省略

別紙１～３ 省略

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 西 秀 雄 愛媛県松山市津吉町
５４１番地

愛媛県松山市津吉町
４７９番１ほか３筆 ５，４３７

有限会社
北條青果

愛媛県松山市善応寺
甲１２７５番地

愛媛県松山市常保免
１４番ほか７筆 ５，５８８

大 堀 智 之 愛媛県松山市上難波
甲８１９番地２

愛媛県松山市上難波
甲４９１番ほか２筆 ４，１６３

農事組合法人
ＳＧＫ組合

愛媛県西条市丹原町
北田野１５８番地３

愛媛県西条市吉田６７
５番１ほか１５４筆 １６０，７４２

藤 井 省 三 愛媛県東温市下林甲
２９６番地

愛媛県東温市下林字
下廣見甲６４６番１ほ
か３筆

６，１０１

小 倉 末 博 愛媛県東温市河之内
甲２４５５番地１

愛媛県東温市下林甲
１１番１ほか４筆 ６，９１０

森 岡 芳 文 愛媛県大洲市平野町
野田７７２番地１

愛媛県大洲市西大洲
字セキヤ甲３０４番１
ほか７筆

４，７４９

農事組合法人
まつぎ

愛媛県今治市松木１９
７番地１

愛媛県今治市松木字
角田２２４番１ほか５７
筆

４４，０５１．３２

農事組合法人
サポート中寺

愛媛県今治市中寺６８
２番地

愛媛県今治市中寺字
洲尾４０番１ほか６筆 １０，０７３

有限会社
こんぱら

愛媛県今治市大西町
紺原７７番地

愛媛県今治市大西町
紺原甲１８４番ほか２４１
筆

１６４，２５６．７５

農事組合法人
かみあさライス
センター

愛媛県今治市朝倉上
甲７９８番地１

愛媛県今治市朝倉上
甲２６２６番１ほ か３４７
筆

３６７，１７２．９０

越 智 修 二 愛媛県今治市朝倉上
甲２１５４番地

愛媛県今治市朝倉上
甲７６４番２ほか６６筆 ８１，８９１

� 田 俊 正 愛媛県伊予市上吾川
甲１０２６番地

愛媛県伊予市上吾川
字市ノ坪甲１１５０番１
ほか１筆

１，４２８

� 田 吟 子 愛媛県伊予市上吾川
甲１０２６番地

愛媛県伊予市上吾川
字向井甲８９３番ほか
１筆

１，４２１

前 川 孝 之 愛媛県伊予市上吾川
甲１１６３番地３

愛媛県伊予市上吾川
字西間甲４４２番ほか
２筆

２，６３０

酒 井 優 行 愛媛県伊予市稲荷２４
０番地

愛媛県伊予市稲荷字
明見前甲６３３番 ２，９７３

木 下 俊 英 愛媛県伊予市上吾川
１８９４番地

愛媛県伊予市上吾川
字白水甲２２８１番ほか
１筆

３，０５２

福 本 武 雄 愛媛県伊予市上吾川
１９２３番地

愛媛県伊予市上吾川
字六反甲１９５１番 ２，４４９

農事組合法人
加茂ファーム

愛媛県西予市宇和町
加茂７６６番地

愛媛県西予市宇和町
加茂１１番ほか２１５筆 ２１７，４９７

農事組合法人
瀬戸

愛媛県西予市宇和町
瀬戸５９９番地

愛媛県西予市宇和町
大江２６０番１ほか１５６
筆

１４０，８４３

佐 伯 勝 也 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２２１番地１

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原１１２番１ほ
か６筆

１８，４４５

稲 田 敏 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原４０５番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原５０７番２ ５，５２３

森 池 順 一 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原１１０番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原７７番１０ほか
２筆

１３，７４５

山 本 太 吉 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２８０番地１

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原１３８番ほか
１筆

１６，０８５

武 田 孝 司 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２１１番地２

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原３９７番ほか
６筆

３３，６６４

黒 河 正 高 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原１９９番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原１５３番１ほ
か３筆

１９，６９２

末 澤 清 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原５２５番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２３２番１ほ
か４筆

１８，１３２
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２ 申請年月日

平成２７年１２月１０日

�愛媛県告示第１４９０号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２７年

度事業から適用する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

三 瀬 佐太郎 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原５０８番地２

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２４４番５ほ
か９筆

５４，６２０

吉 井 健 二 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２８０番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２４５番３ほ
か１筆

２０，１１２

萱 原 誠 司 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原３０４番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原２９５番１ほ
か９筆

３５，９８３

宮 本 賢 吾 愛媛県西予市野村町
大野ヶ原３５０番地

愛媛県西予市野村町
大野ヶ原３１９番２ほ
か１筆

１２，３２６

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業及び林道施設災害

関連事業 、農山漁村地域整備交付金実施

要綱（平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通

知）に規定する森林整備事業、地域自主戦略交付金交付要綱（平

成２３年４月１日付け２２農振第２１８５号農林水産事務次官通知）に規

定する森林整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業、林道施設災害関

連事業及び森林居住環境整備事業、農山漁村地域整備交付金実施

要綱（平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通

知）に規定する森林整備事業、地域自主戦略交付金交付要綱（平

成２３年４月１日付け２２農振第２１８５号農林水産事務次官通知）に規

定する森林整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

基準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１

省略

１

省略

２

林

業

専

用

道

整

備

事

業

� 林

業専

用道

の開

設

ア 離島を除く過疎地域

の市町及び振興山村の

地域で行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

２

林

業

専

用

道

等

整

備

事

業

� 森

林管

理道

の開

設、

森林

施業

道の

開設

並び

に林

業専

用道

の開

設及

び機

能強

化

ア 森林造成

林道（間伐

を行うため

に開設する

林道、水源

山地におい

て複層林施

業を行うた

めの保安施

設事業と林

道の開設と

を一体とし

た事業に係

る林道及び

森林法（昭

和２６年法律

第２４９号）

第３９条の３

第１項の規

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

イ 離島である過疎地域

の市町及び振興山村の

地域で行うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

ウ 離島を除く過疎地域

の市町及び振興山村の

地域以外の地域で行う

もの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

エ 離島である過疎地域

の市町及び振興山村の

地域以外の地域で行う

もの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� �以外の林道整備 同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内
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定に基づき

指定された

特定保安林

の整備を行

うために開

設する林道

をいう。以

下同じ。）

地域以外

の地域で

行うもの

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

イ 峰越連絡

林道（林業

生産基盤の

整 備 を 図

り、農山村

地域の振興

に資するた

め、林道規

程（昭和４８

年４月１日

付け４８林野

道第１０７号

林野庁長官

通知）に規

定する自動

車道に該当

する既設の

林道（以下

「既 設 林

道」と い

う。）と他

の既設林道

又はこれと

同程度の構

造を有する

道路施設と

の相互間を

峰越し等に

より連絡す

る林道をい

う。以下同

じ。）

� 幹線林

道（離島

で行うも

の）

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の ８

以内

� 幹線林

道（�以

外 の も

の）

同 同 １０分

の５．５

以内

６０分

の４３

以内

� その他

の林道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

ウ 森林造成

林道及び峰

越連絡林道

以外の林道

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島で

ある過疎

同 同 同 １０分

の ６
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地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

以内

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� 林

道改

良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 同 同

イ その他の林道（改

良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

� 林道点検診断・保全整備 同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� �、�及び�以外の林道整

備

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

２ 省略 ２ 省略

３ 森林居住環境整備事業

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

市町
市町

以外

１

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 林

道整

備

ア 森林基幹道開設 自動

車道

当該

事業

に係

る事

業費

１０分

の５．５

以内

１０分

の６．５

以内

イ 林

道改

良・

舗装

� 幹線林道 同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その他の林

道（改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内
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� その他の林

道（舗装）

同 同 ３ 分

の １

以内

３ 分

の １

以内

� 林

道関

連施

設の

整備

ア 林業施設用地整備 整地

及び

附帯

施設

同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

イ 作業ポイント整備 用地

及び

取付

道路

同 同 同

３ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係） ４ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

基準

率

市町
市町

以外
市町

市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

、林

業専

用道

及び

森林

施業

道の

開設

ア 森林造成林道

（間伐を行うた

めに開設する林

道、水源山地に

おいて複層林施

業を行うための

保安施設事業と

林道の開設とを

一体とした事業

に係る林道及び

森林法（昭和２６

年法律第２４９号）

第３９条の３第１

項の規定に基づ

き指定された特

定保安林の整備

を行うために開

設する林道をい

う。以下同じ。）

�～

�

省略

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

、林

業専

用道

及び

森林

施業

道の

開設

ア 森林造成林道

（間伐を行うた

めに開設する林

道、水源山地に

おいて複層林施

業を行うための

保安施設事業と

林道の開設とを

一体とした事業

に係る林道及び

森林法（昭和２６

年法律第２４９号）

第３９条の３第１

項の規定に基づ

き指定された特

定保安林の整備

を行うために開

設する林道をい

う。以同じ。）

�～

�

省略

イ 峰越連絡林道

（林業生産基盤

の整備を図り、

農山村地域の振

興に資するため、

林道規程（昭和

４８年４月１日付

け４８林野道第１０７

号林野庁長官通

知）に規定する

自動車道に該当

する既設の林道

（以下「既設林

道」という。）

と他の既設林道

又はこれと同程

�～

�

省略

イ 峰越連絡林道

（林業生産基盤

の整備を図り、

農山村地域の振

興に資するた

め、林 道 規 程

（昭和４８年４月

１日付け４８林野

道第１０７号林野

庁長官通知）に

規定する自動車

道に該当する既

設の林道（以下

「既設林道」と

いう。）と他の

既設林道又はこ

�～

�

省略
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度の構造を有す

る道路施設との

相互間を峰越し

等により連絡す

る林道をいう。

以下同じ。）

れと同程度の構

造を有する道路

施設との相互間

を峰越し等によ

り連絡する林道

をいう同。）

ウ 省略 ウ 省略

２

省略

２

省略

３

林

道

改

良

事

業

� 林

道改

良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

イ その他の林道（改

良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

４ 林道点検診断・保全整備事業 同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

５

フ

ォ

レ

ス

ト

・

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

総

合

整

備

事

業

� 林

道整

備

ア 森林基幹道開設 同 同 同 １０分

の ７

以内

イ 林

道改

良・

舗装

� 幹線林道 同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その他の林

道（改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

� その他の林

道（舗装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

� 林

道関

連施

設の

整備

ア 林業施設用地整備 整地

及び

附帯

施設

同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

イ 作業ポイント整備 用地

及び

取付

道路

同 同 同

６

山

の

み

ち

地

域

づ

く

� 山

のみ

ちの

整備

ア 林道整備 自動

車道

同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 に

１００分
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り

交

付

金

事

業

の ５

を 加

え た

率 以

内

イ 森林作業道等整備 同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

� 地域創造型整備 施設

の整

備

同 ３ 分

の ２

以内

３ 分

の ２

以内

５ 森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）

事 業 の 種 目

事業

の種

目の

内容

補 助 率

基準

率

市町
市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

、林

業専

用道

及び

森林

施業

道の

開設

ア 森

林造

成林

道

� 離島を除く

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域で行

うもの

自動

車道

当該

事業

に係

る事

業費

１０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

� 離島である

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域で行

うもの

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

� 離島を除く

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域以外

の地域で行う

もの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� 離島である

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域以外

の地域で行う

もの

同 同 同 １０分

の ６

以内

イ 峰

越連

絡林

道

� 幹 線 林 道

（離島で行う

もの）

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の ８

以内

� 幹線林道（�

以外のもの）

同 同 １０分

の５．５

以内

６０分

の４３

以内
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� その他の林

道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

ウ 森

林造

成林

道及

び峰

越連

絡林

道以

外の

林道

� 離島を除く

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島である

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

� 離島を除く

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域以外

の地域で行う

もの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

� 離島である

過疎地域の市

町及び振興山

村の地域以外

の地域で行う

もの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

２

林

道

改

良

事

業

� 林

道改

良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 同 同

イ その他の林道（改

良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

３

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 山

のみ

ち地

域づ

くり

交付

金

ア 山

のみ

ちの

整備

� 林道整備 同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 に

１００分

の ５

を 加

え た

率 以

内

� 森林作業道

等整備

同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗
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じ て

得 た

率 以

内

じ て

得 た

率 以

内

イ 地域創造型整備 施設

の整

備

同 ３ 分

の ２

以内

３ 分

の ２

以内

� �

以外

の林

道整

備

ア 森林基幹道開設 自動

車道

同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ７

以内

イ 林

道改

良・

舗装

� 幹線林道 同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その他の林

道（改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

� その他の林

道（舗装）

同 同 ３ 分

の １

以内

３ 分

の １

以内

� 林

道関

連施

設の

整備

ア 林業施設用地整備 整地

及び

附帯

施設

同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

イ 作業ポイント整備 用地

及び

取付

道路

同 同 同

４ 省略

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林居住環

境整備事業、森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）、

森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）及び県単独林道整備

事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １、３及び４

に掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １、３及び４ に掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号の竣功届出書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １、３及び４ に掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略

６ 省略

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林居住環

境整備事業、森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）、

森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）及び県単独林道整備

事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １及び３から

６までに掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から６までに掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号の竣功届出書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から６までに掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略
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�������
�愛媛県告示第１４９１号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市下川町字大禿口４１、字小禿８１、８５、８７、８９、９６、乙

１７２の１、乙１７４、乙１７６の３、字馬ノ背乙１８４の６、乙１８４の４４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び四国中央

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４９２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

八幡浜市穴井５番耕地３４１の６

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４９３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

西宇和郡伊方町亀浦字ヲサキ６７８の１、６７８の３、６８７の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４９４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

医療法人十全会

新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

理事長 太田 純二

２ 事業場の名称及び所在地

医療法人十全会十全第二病院

新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

３ 特定施設に関する事項

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書） 様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

省略 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から４までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から６までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７２号 し尿処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４５立方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４７５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

排水口�１

�������
�愛媛県告示第１４９５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

医療法人十全会

新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

理事長 太田 純二

２ 事業場の名称及び所在地

医療法人十全会十全第二病院

新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第７２

号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ２４５

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４７５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 型 式 膜分離活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７．０メートル 横２０．０メートル
高さ４．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 膜分離活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５０

最大 ２８０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ６

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ２４５

通常 ２００

最大 ２４５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ２４５

備考 この他に、雨水排水口が１箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 型 式 接触ばっ気方式 廃止

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦７．８メートル
横１４．２メートル
高さ５．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１５０立
方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触ばっ気方式

処理施設の使用時間間隔 連 続
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� 新設分

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

排水口�１

�������
�愛媛県告示第１４９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２７年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

�������
�愛媛県告示第１４９７号
新居浜市松神子土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１９０
最大
２４０

通常
１０
最大
１５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２００
最大
２５０

通常
２０
最大
３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５０
最大
６０

通常
１５
最大
２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
６

通常
１．５
最大
２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１２０
最大
１５０

通常
１２０
最大
１５０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４７５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 型 式 膜分離活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７．０メートル 横２０．０メートル
高さ４．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 膜分離活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５０

最大 ２８０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ６

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ２４５

通常 ２００

最大 ２４５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５

最大 ２

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５０

最大 １８５

通常 ２００

最大 ２４５

備考 この他に、雨水排水口が１箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 和 雄 新居浜市下泉町一丁目１５番２５号

〃 � 橋 豊 新居浜市下泉町二丁目２番５５号
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（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市松神子土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 新居浜市松神子土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２７年１２月２８日から平成２８年１月２９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１４９８号
新居浜市垣生土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市垣生土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 新居浜市垣生土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２７年１２月２８日から平成２８年１月２９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�愛媛県告示第１４９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５００号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川中井出川水
系中井出川 左岸堤防 今治市石井町四丁目甲２２９番１、甲２３１番１、甲２３１番２、３２７番地先 公有地の

地先
道路管理者 今治市
今治市別宮町一丁目４番地１

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

着色した部分をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２７年１２月２５日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１５０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 西条市西之川字老野丁２１１番１０ 平成２７年１２月２５日

〃 〃 西条市西之川字老野丁１４３番３ 〃
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訓 令

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２０号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西谷吉田線
宇和島市三間町則６８番２から

同町則６７番６まで

旧 ６．３～１１．３ ０．１２０

新 ８．８～１５．１ ０．１２０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字横浜甲１０番３から

同字第１号８番１まで

旧 ５．３～１０．７ ０．０７５

新 １８．６～４６．２ ０．０７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字横浜甲１０番３から

同字第１号８番１まで
平成２７年１２月２５日

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

情 １～８ 情 １～８
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県原子力防災ネットワーク（緊急時連絡網）借入れ及び

保守点検業務委託

� 業務の内容及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 契約期間

平成２８年２月２９日（月）から平成３３年２月２８日（日）

� 履行期限

平成２８年２月２４日（水）

� 納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

入札金額は、対象機器の１ヶ月あたりの借入れ及び保守点検

費用を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

附 則

この訓令は、平成２８年１月１日から施行する。

報

政

策

課

省略 報

政

策

課

省略

９ 電子

署名に

係る地

方公共

団体の

認証業

務に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 署名検証者に関すること。

� 失効情報等の提供に係る

取決めの締結（第１７条第４

項）

○

� 報告の徴収（第５６条第２

項）

○

２ 認証業務情報に関するこ

と。

� 安全確保措置（第２０条第

１項）

○

� 自己の認証業務情報の開

示等（第２９条第２項、第３０

条第２項）

○

� 自己の認証業務情報の訂

正等の請求の処理（第３１

条）

○

３ 指定認証機関に関するこ

と。

� 認証事務の委任及び委任

の解除（第３４条第１項、第

５０条）

○

� 電子証明書の発行手数料

及び失効情報の情報提供手

数料を収受させることの決

定並びにそれらの額の承認

（第３４条第４項から第６項

まで）

○

� 指示（第４６条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査

（第４７条第２項）

○

４ 運用規程の作成等（第５７

条）

○

９ 省略 １０ 省略
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該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 保守点検対象となっている上記機器について、保守点検を行

った実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２

電話 ０８９―９４１―２１１１ 内線２３４１

� 入札書の受領期限

平成２８年２月２日（火）午後５時００分

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でのダウ

ンロード又は上記�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２８年２月３日（水）午前１１時００分

愛媛県庁第１別館３階 災害対策室Ａ

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。また、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規

則第１８号）第１３７条の規定に該当する者については、入札保

証金の納付を免除することがある。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。ただし、愛媛県会計規則第１５４条

の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除す

ることがある。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望するものは、入札参加資格審

査申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

い。

なお、知事からの当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

ア 受付期間

平成２７年１２月２５日（金）から平成２８年１月２５日（月）午後

５時１５分まで

イ 受付場所

上記３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Ehime

prefectural nuclear disaster prevention network system

（communication network for emergency use） lease and

maintenance outsourcing

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，３ February２０１６

� For further information，please contact： Nuclear Safety

Measures Division， Public Affairs and Environment

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０，Japan

TEL ＋８１―８９―９４１―２１１１ Ext２３４１
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県ドクターヘリ運航業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県ドクターヘリ運航業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書等による。

� 委託期間

契約日から平成３３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

入札説明書等による。

� 入札方法

ア 入札回数は、１回とする。

イ 入札に記載する入札金額は、年額を記載すること。なお、

詳細については入札説明書等を参照すること。

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
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るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定

調達参加希望」の登録をしている業者で、次の全ての要件を満た

すこと。

ただし、共同事業体で参加する場合は、当該共同事業体の全て

の構成員が次の第１号から第３号までの要件を満たし、かつ、当

該共同事業体の構成員のうち１者以上の者が第４号から第８号の

要件を満たしていればよいものとする。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格要件確認申請書の提出期限の日から落札者の決

定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にな

い者であること。

� 過去３年間に、ドクターヘリの運航業務において運航の責め

に帰すべき理由により搭乗者等が死亡に至る重大な事故を発生

させていないこと。

� 本業務の受託に係る航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１００条

第１項の許可を有していること。

� 航空運送事業の５年以上の実績を有すること。

� 本業務の実施に必要な専任の人員及び機体の確保ができる者

で、本業務の実施に必要な有資格操縦士、有資格整備士及び運

航管理担当者と同数以上の有資格操縦士、有資格整備士及び運

航管理担当者を雇用していること。

� 本業務に使用する機体の故障その他の理由により運航に支障

をきたすと認められる場合に、速やかに代替機体を配備するな

どの適切な措置を講じて、運航を継続することが可能であるこ

と。

� 過去５年間に、ドクターヘリ運航業務の契約の実績があるこ

と。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４５０

� 入札書の受領期限

平成２８年２月４日（木）午後５時まで

郵送の場合は、平成２８年２月３日（水）午後５時１５分必着

（配達証明付き郵便に限る。）とする。

� 入札説明書の交付方法

３�に掲げる場所で交付するほか、愛媛県保健福祉部社会福
祉医療局医療対策課のホームページにおいて公表する。

� 開札の日時及び場所

平成２８年２月４日（木）午後５時

愛媛県庁第二別館５階 保健福祉部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

ア 入札参加資格要件確認申請書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格要

件確認申請書等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提

出しなければならない。なお、詳細は、入札説明書等による。

提出期限：平成２８年１月１５日（金）午後５時１５分

イ ４�アにより入札参加資格要件の確認を受けた者は、入札
説明書等に基づき、提案内容を記載した資料を次の期限まで

に提出しなければならない。

提出期限：平成２８年１月２６日（火）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２

第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定す

るものとし、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った者の

うち、価格その他の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を行

った者を落札者とする。

なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書等による。

� その他

詳細は、入札説明書等による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Hel icop ter Emergency Medica l Serv ice Opera t ion

（Outsourcing），１ set

� Time limit of tender：５：００ p．m．，４ February２０１６

� For further information，please contact： Medical Service

Measures Division，Social Welfare and Medical Service

Subdepartment，Health and Welfare Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２４５０
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海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２７年６月１９日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能
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量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２７年 平成２８年

平成２７年１月
から１２月まで

平成２７年７月
から平成２８年
６月まで

平成２８年１月
から１２月まで

平成２８年７月
から平成２９年
６月まで

まあじ ６，０００トン ６，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 （注）

（注）平成２８年のまさば及びごまさばの漁獲可能量については、管理の対
象となる期間が開始する前までに設定する。

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２７年１月
から１２月まで

平成２８年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

４，２００トン ４，２００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２７
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２７
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２８
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２８
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２７
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２８
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業 の う
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流
し網漁業

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る燧灘及び安
芸灘

平成２７年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２８年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る伊予灘

平成２７年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２８年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る宇和海

平成２７年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２８年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため愛媛県資源管理指

針に基づく資源管理措置の着実な実施を推進するとともに、漁

業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく瀬

戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守され

るように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績
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の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年１２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名及び数量

水産修第１号 水産試験船「よしゅう」定期検査に係る修繕

業務 一式

� 仕様等

仕様書等による。

� 工期

平成２８年２月１５日（月）～平成２８年２月１８日（木）の期間で

上架し、上架日を含む２５日以内に修繕を行う。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度から平成２８年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格（自動車舟艇類）を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める書類を３�に掲げる場所に提出し、開札
日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。

� 次に掲げるすべての要件を満たす者であること。

ア 造船法若しくは小型船造船業法の規定により、国土交通大

臣の登録を受け、当該船舶を修繕するために必要な船渠又は

船台を愛媛県農林水産研究所水産研究センターから自動車に

より、陸路（フェリーによる海路を含む。）を用いておおむ

ね２時間３０分以内に移動できる場所に保有又は確保できる者

であること。

イ 当該修繕期間中、小型船造船業法並びに小型船造船業法施

行規則に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術

者の資格を有する者を配置できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号０８９―９４１―２１１１（代表）０８９―９１２―２６１８（直通）

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は平成２８年２

月５日（金）午前１０時までに�に掲げる場所に郵送等（書留も
しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下

同じ。）により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から平成２８年１月２２日（金）までの間

に、インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の

本件記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者は次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から平成２８年１月２２日（金）までの日（土、日曜を

除く。）の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

平成２８年２月５日（金）午前１１時３０分

愛媛県庁第一別館８階農林水産部会議室

� 資格審査に関する照会先並びに申請書提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号０８９―９４１―２１１１（代表）０８９―９１２―２７７０（直通）

４ その他

� ＷＴＯ協定の適用

本公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、政府調達に関する

協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正さ

れた同協定及びその他の国際約束の適用を受ける。

� 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に、入札参加資格確認

申請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ア 受領期限

平成２８年１月２２日（金）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、平成２８年１月２２日（金）午

後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否
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人事委員会規則

雑 報

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を実施できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the services to be required： Ship

（Yoshu）Periodical Inspection and repair services１ set

� Time limit for submission of document for qualification

confirmation：５：００ p．m．，２２ January２０１６

� Time limit of tender：１１：３０ a．m．，５ February ２０１６（Time

limit of tender by registered mail：１０：００ a．m．，５ February

２０１６）

� For further information，please contact： Resources

Management Section，Fisheries Promotion Division，Fisheries

Subdepartment， Agriculture Forestry and Fisheries

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２６１８

�愛媛海区漁業調整委員会指示第１００号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

にほんうなぎの採捕の禁止について、次のとおり指示する。

平成２７年１２月２５日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� 採捕を禁止する水産動物

全長２５センチメートルを超えるうなぎ

� 禁止期間

毎年１０月１日から翌年３月３１日まで

� 禁止区域

愛媛県海域（公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面）

� 適用除外

愛媛県漁業調整規則第４８条の規定により、知事の許可を受け

たもの及び試験研究機関が試験研究のために採捕する場合は、

この限りではない。

２ 指示の期間

平成２８年１月１日から平成３０年３月３１日まで

�愛媛県人事委員会規則７－１１６２
地域手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

地域手当に関する規則の一部を改正する規則

地域手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０２６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（支給地域及び級地）

第２条 条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地域は、

次の各号に掲げる地域とし、同条第３項の地域手当の級地は、当

該各号に定める級地とする。

�～� 省略

� 兵庫県三木市 ７級地

附 則

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２６年愛

媛県条例第４８号）附則第１４項の規定により読み替えられた条例

（以下「読替え後の条例」という。）第９条の２第２項第１号の

人事委員会規則で定める割合は１００分の１８とし、同項第２号の人

事委員会規則で定める割合は１００分の１５とし、同項第３号の人事

委員会規則で定める割合は１００分の１３とし、同項第６号の人事委

員会規則で定める割合は１００分の４とし、同項第７号の人事委員

会規則で定める割合は１００分の３とし、読替え後の条例第９条の

３の人事委員会規則で定める割合は１００分の１５とする。

（支給地域及び級地）

第２条 条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地域は、

次の各号に掲げる地域とし、同条第３項の地域手当の級地は、当

該各号に定める級地とする。

�～� 省略

附 則

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２６年愛

媛県条例第４８号）附則第１４項の規定により読み替えられた条例

（以下「読替え後の条例」という。）第９条の２第２項第１号の

人事委員会規則で定める割合は１００分の１８とし、同項第２号の人

事委員会規則で定める割合は１００分の１５とし、同項第３号の人事

委員会規則で定める割合は１００分の１３とし、同項第６号の人事委

員会規則で定める割合は１００分の４とし

、読替え後の条例第９条の

３の人事委員会規則で定める割合は１００分の１５とする。

平成２７年１２月２５日 発行
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